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第７章 廃棄物の排出抑制や再使用に重点を
おく３Ｒ取組の推進

３R（排出抑制、再使用、 再生利用）の推進

　物質の流れが「廃棄」への一方通行で、廃棄物処理に新たな資源を投入するこれまでの社会シ
ステムを改め、環境負荷を低減することが求められています。このため、廃棄物の発生抑制とと
もに、廃棄物を資源と捉え、生産工程へ原材料などとして循環利用し、また資源化できないもの
は適正な焼却により熱回収を図るなどの取組によって環境負荷を最小化し、資源循環の輪を構築
していくことが必要とされています。

 循環型社会形成のための施策体系 循環型社会の形成に向け、法整備が進められてきました。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促 
進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

H
6
・
8

完
全
施
行

H
13
・
1

完
全
施
行
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4
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行
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H12.4 
完全施行 

H13.4 
完全施行 

H14.5 
完全施行 

H13.5 
完全施行 

H17.1 
完全施行 

容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集された
容器包装のリサイクルを義務づけ 

特定家庭用機器再商品化法 
（家電リサイクル法） 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する 
法律 （建設リサイクル法） 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する 
法律 （食品リサイクル法） 

使用済自動車の再資源化等に関する法律 
（自動車リサイクル法） 

家電製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）
の製造・販売事業者などに、廃家電製品の回収・リサイクルを義務づけ 

建設工事の受注者などに、建築物などの分別解体や建設廃棄物
のリサイクルなどを義務づけ 

食品の製造・販売事業者、レストランなどに、食品残さの発生
抑制やリサイクルなどを義務づけ 

自動車の製造・引取・解体業者などに、使用済自動車のリサイク
ルなどを義務づけ  

H25.4 
完全施行 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律 （小型家電リサイクル法） 

使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることに
より、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る
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  滋賀県廃棄物処理計画� <循環社会推進課>

　廃棄物の減量や不適正処理の防止など、廃棄物をめぐ
る課題は、本県の環境問題の最重要課題の一つです。
　そのため、廃棄物の処理を適正に行うことはもとよ
り、何よりもごみを出さない、出てしまったごみは資源
化することにより有効利用を図り、環境への負荷を低減
していく循環型社会の構築に向けた取組を、県民、事業
者、市町、県がそれぞれの役割と責任のもとに、着実に
実践していくことが重要です。
　これらの基本的事項をとりまとめた「第三次滋賀県廃
棄物処理計画」を平成23年（2011年）８月に策定
し、こうした取組を進めているところです。

◆第三次滋賀県廃棄物処理計画の概要
（計画期間：平成23年度～27年度）

今後の方向性

廃棄物の排出抑制や再使用に重点をおく ３Ｒ取組のステップアップにより
持続可能な滋賀社会づくりを進める

取組の目標（平成27年度）

○ 排出抑制やリユースを促進する手法やごみ減量・温室効果ガスの削減等の
情報の提供と活用の推進（「見える化」取組）

○ マイバッグ持参率８０％
○ 市町ごみ焼却施設の更新計画において発電等熱利用の計画を設定
○ 県許可に係る全ての廃棄物処理施設や処分業者に毎年度立入検査を継続
○ 産業廃棄物の不法投棄等の発生年度内における解決率８０％以上を継続 等

３つの基本方針

１．日常生活や事業活動をさらに省資源・循環型に転換し、出てからではなく出
る前での廃棄物の減量を進めるリデュース(排出抑制)やリユース(再使用)を促
進する

２．温室効果ガスの削減につなげるため、３Ｒ取組とりわけリデュースや省エ
ネ・熱利用型の処理を促進する

３．循環型社会を支える廃棄物の適正処理の徹底を図る

減量の目標（平成27年度）

○ ごみの1人1日当たりの排出量を９１０ｇに （H２０；９３８ｇ）
○ ごみの1人1日当たりの最終処分量を９５ｇに（H２０；１１０ｇ）
○ 産業廃棄物の最終処分量を１０万ｔに （H２０；１１．２万ｔ）

１ ．  日常生活や事業活動をさらに省資源・循環型に転換し、出てからではなく出る前
での廃棄物の減量を進めるリデュース（排出抑制）やリユース（再使用）を促進す
る

２ ．  温室効果ガスの削減につなげるため、３R取組とりわけリデュースや省エネ・熱利
用型の処理を促進する

３ ．  循環型社会を支える廃棄物の適正処理の徹底を図る

○　 排出抑制やリユースを促進する手法やごみ減量・温室効果ガスの削減等の  
情報の提供と活用の促進（「見える化」取組）

○　マイバッグ持参率80％
○　市町ごみ焼却施設の更新計画において発電等熱利用の計画を設定
○　県許可に係る全ての廃棄物処理施設や処分業者に毎年度立入検査を継続
○　産業廃棄物の不法投棄等の発生年度内における解決率80％以上を継続　　　等

○　 ごみの１人１日当たりの肺排出量を９１０gに （H２０；９３８g）
○　 ごみの１人１日当たりの最終処分量を９５gに （H２０；１１０g）
○　産業廃棄物の最終処分量を１０万tに  （H２０；１１.２万t）
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  リサイクル製品認定制度
　（ビワクルエコシップ）� <循環社会推進課>

　各種リサイクル法が施行
され、企業ではゼロ・エ
ミッションの取組が始まっ
ていますが、一方で再生資
源の利用が難しいなどの課
題があります。リサイクル
製品認定制度は、循環資源
（廃棄物や製造過程で発生
する副産物）から作られる
リサイクル製品を県が認定
することにより、県民など
に利用促進を図るととも
に、県自らが公共事業などを通じて率先利用に努めよう
とするものです。平成17年（2005年）８月に第１回
目の認定を行い、平成26年（2014年）10月31日現
在でコンクリート二次製品、改良土、堆肥などの258
製品をリサイクル製品として認定しています。
　この制度の運用により、グリーン購入の推進や優れた
技術を持つ優良企業の育成、県内産業の育成・振興を図
ることが期待されます。

 買い物ごみ削減への取組
　これまでの大量生産、大量
消費、大量廃棄型の生活様式
を見直し、環境に配慮した行
動を実践して、それを生活習
慣にまで高める｢新しい環境習
慣｣を提唱し、その確立を目指
した取組を進めています。
　事業者・県民団体および行
政で構成する「買い物ごみ減
量推進フォーラムしが」で
は、買い物にともなって生じ
るごみの減量や資源化の推進に取り組んでおり、一層の
レジ袋の削減、マイバッグ等の利用を推進するため「レ
ジ袋削減の取組に関する協定」を締結し、レジ袋の削減
に取り組んでいます。

  家畜排せつ物の現状と対策� <畜産課>

　県内での家畜排せつ物の発生量は、平成25年度畜産
経営環境保全実態調査によると、乳用牛が60千ｔ/年、
肉用牛が164千ｔ/年、豚が13千ｔ/年、鶏が23千ｔ/
年で、合計261千ｔ/年となっています。これらの排せ
つ物は土づくりのための有機質資材として、農産物や飼
料作物などの生産に利用されていますが、環境汚染につ
ながらないよう適切な処理を行うことが必要です。

環境にやさしい買い物キャンペーン

　本県では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律」により、「家畜排せつ物の利用の推
進を図るための計画」を策定し、畜産農家に対しては適
切な管理を行うよう啓発指導を継続しています。また、
資源循環型農業を推進するうえで、畜産農家と耕種農家
との連携は特に重要と考えられることから、家畜排せつ
物の良質な堆肥化処理と併せて、地域環境に配慮した有
機質資源の循環を図るための施策を推進しています。

廃棄物の適正処理の確保 <循環社会推進課>

 滋賀県産業廃棄物税条例
　平成15年（2003年）３月に、事業所からの産業廃
棄物の資源化などを進めることを目的として、「滋賀県
産業廃棄物税条例」を制定しました。納付された税を産
業廃棄物の発生抑制や再生利用、適正処理などを図るた
めの費用に充てることで循環型社会づくりへの取組を一
層推進していきます。
　産業廃棄物税は、県内の中間処理施設または最終処分
場に産業廃棄物を１年間に500tを超えて搬入した事業
者が申告納付するもので、平成25年度の税収額は、約
2,905万円となっています。

◆産業廃棄物税の課税対象と申告納付

◆廃棄物の分類

 一般廃棄物と産業廃棄物
　廃棄物には、家庭や事業所から発生するごみやし尿な
どの「一般廃棄物」と、工場などの事業活動に伴って発
生する廃プラスチック類、廃油、汚泥などの「産業廃棄
物」があります。
　一般廃棄物については市町の責任、産業廃棄物につい
ては事業者の責任で適正に処理することとなっていま
す。
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 一般廃棄物対策の推進
　平成24年度のごみの排出量は454千t、１人１日あ
たりの排出量は876gとなっており、総排出量は平成
22年度以降横ばいとなっています。
　また、総資源化量は86千t、埋立量は50千tとなって
います。今後も、循環型社会を形成していくため、ごみ
の減量化を推進し、リサイクルを一層進めていく必要が
あります。

 自動車リサイクルの推進
　平成17年（2005年）１月から施行された自動車リ
サイクル法に基づき、使用済自動車に係る廃棄物の減量
化や再生資源などのリサイクルの徹底を図っています。
　この法律では、自動車の所有者にリサイクル料金の負
担を求めるとともに、自動車製造業者に使用済自動車に
係るフロン類の回収や破砕後のシュレッダーダストの適
正処理を義務づけています。

 容器包装リサイクルの推進
　家庭ごみの約６割（容積比）が容器包装ごみだといわ
れています。このため、分別収集に取り組んでリサイク
ルを進める必要があります。
　本県では、平成25年(2013年)８月に第７期滋賀県
分別収集促進計画を策定しました（11月に変更）。こ
の計画は、県内市町における容器包装廃棄物の分別収集
計画を取りまとめたもので、今後、その他紙製容器包装
以外の分別収集については減少していく一方、段ボール
などでは分別収集が進み収量は増加する見込みとなって
います。

◆ごみ処理の状況（平成24年度）

◆ごみ排出量および１人１日あたりのごみ排出量の推移

 

※１　<　>内の数値は平成23年度値
　２　中間処理量は一次処理のみの合計で残さ焼却量は含まない。

平

（万t）

（年度）

 産業廃棄物対策の推進
　平成24年度における産業廃棄物の総排出量は3,602
千tとなっており、前年度に比べ増加しています。この
うち、建設業からの排出が最も多く、次いで水道業、製
造業となっています。
　産業廃棄物のより一層の適正処理の推進を図るため
に、平成21年（2009年）４月から「滋賀県産業廃棄
物の適正処理の推進に関する要綱」を施行しました。こ
の要綱に基づき産業廃棄物処理業の許可審査や処分業者
などへの立入検査の強化、的確な行政指導や厳格な行政
処分などを行っています。
　また、最終処分場などの処理施設の設置が困難となっ
ていることから、産業廃棄物の排出抑制や再生利用を進
めるとともに、処理施設の確保に努めていくことも必要
です。

◆産業廃棄物の総排出量の推移（平成24年度）
t

平

◆産業廃棄物焼却施設および最終処分場数

◆�自動車リサイクル法に基づく登録・許可を受けた引取
業者等件数

（平成26年（2014年）３月末）

（　）内は、稼働中の施設数

平成26年（2014年）３月末

自社 処理業 計

焼却施設 ５（ ５） 12（11） 17（16）

管理型最終処分場 ２（ ０） ２（１） ４（１）

安定型最終処分場 ３（２） 12（６） 15（８）

業　　種 県内登録・許可件数

引　　取　　業 530

フロン類回収業 155

解　　体　　業 61

破　　砕　　業 11

滋賀の環境201462
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 不法投棄対策の推進
　産業廃棄物の不法投棄など不適正な処理は跡を絶た
ず、人目につかない場所・時間帯での不法投棄、あるい
は、埋立・造成工事に廃棄物を混入するなど、その手口
は悪質・巧妙化しています。
　また、平成25年３月下旬から４月にかけて、高島市
の河川敷において、河川管理用通路の凸凹(でこぼこ)を
ならし平らにすることを装い、放射性セシウムに汚染さ
れた木くずが無断で敷設・放置されるという全国的にも
類例を見ない事案が発生し、平成26年３月には現場か
らの全量撤去を経て、関係者を刑事告発しました。
　こうした不法投棄などの未然防止や被害拡大の防止の
ためには、早期に発見し、迅速かつ厳正に対応するとと
もに、特に、行為者の摘発など効果的で即応性のある取
組を推進する必要があります。
　本県では、平日に加えて休日や早朝・夜間のパトロー
ルを実施し、市町や警察などとの連携や地域住民の協力
を得ることにより、早期発見・早期対応に努めていま
す。また、ヘリコプターを使った空からの調査や毎年
10月を不法投棄防止強調月間として定め、広報車によ
る啓発活動や近隣府県と合同で産業廃棄物運搬車両の路
上検査を実施するなど不法投棄の撲滅を図っています。
　こうした取組により、住民や事業者の方々の協力を得
て、不法投棄されない地域づくりを推進しています。

 クリーンセンター滋賀の運営
　滋賀県環境事業公社が甲賀市に整備した公共関与によ
る産業廃棄物管理型最終処分場「クリーンセンター滋
賀」が、平成20年（2008年）10月より稼働していま
す。
　本施設は、廃棄物の適正処理や企業立地のための産業
基盤の確保、大規模災害時の対応などの観点から整備を
行ったものであり、遮水工の四重化や破損検知システム
の導入など高い安全性と信頼性を確保しています。
　なお、滋賀県環境事業公社は、平成26年（2014
年）２月３日付けで公益財団法人に移行しました。
　住所：甲賀市甲賀町神645　
　電話：0748－88－9191

 RD最終処分場問題対策の推進
　（株）アール・ディエンジニアリング（平成18年度
に破産）が栗東市小野に設置した産業廃棄物最終処分場
跡地において、産業廃棄物の不適正処理に起因して周辺
地下水の汚染その他の生活環境保全上の支障等が生じて
いる問題について、本県は、必要な調査を行うととも
に、行政代執行により対策工事を進めるなど、解決に向
けた取組を行っています。
　この生活環境保全上の支障等については、平成11年
（1999年）に硫化水素ガスが発生して以来、本県は事
業者に対して改善命令や措置命令を発して是正を行わせ
てきたものの、事業者の破産により命令が履行される見
込みがなくなったことから、平成18年以降、行政代執
行による対策案を検討しました。
　この対策案については、長らく地元住民の合意は得ら
れませんでしたが、平成22年（2010年）以降、本県
は、環境省からの助言も踏まえて改めて有害物をできる
限り除去することを基本とする対策を検討し、地元住民
との合意の下、調査と工事を実施するに至りました。
　対策工事は、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去
等に関する特別措置法」に基づく国からの財政支援を受
けて平成24年度に着手し、平成32年度まで実施するも
ので、汚染原因物質の掘削除去や地下水への汚染拡散防
止措置などを行っています。
　また、平成25年（2013年）５月には、周辺６自治
会、栗東市および本県を構成員とする旧ＲＤ最終処分場
問題連絡協議会を設置し、二次対策工事の具体的方法、
周辺環境への影響確認や、対策工事の有効性の確認等に
ついて、情報を共有し、意見交換を行っています。

◆市町の分別収集見込み量の年度別推移　(�単位：t�) ◆不法投棄等の新規発生件数
●再商品化義務のある容器包装廃棄物の収集見込み量

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

無色ガラス製
容器 3620.1 3614.4 3605.9 3601.1 3596.6

茶色ガラス製
容器 2776.9 2772.0 2777.1 2758.9 2752.9

その他
ガラス製容器 924.0 922.0 920.8 911.7 907.8

その他紙製
容器包装 90.2 90.8 91.3 91.8 92.3

ペット
ボトル 3113.5 3126.0 3143.5 3164.0 3147.6

その他プラ製
容器包装 7176.2 7182.4 6923.1 6928.6 6932.8

うち白色
トレイ 155.5 155.5 155.7 155.7 155.8

●有償または無償で譲渡される容器包装廃棄物の収集見込み量

スチール製
容器 1924.8 1924.4 1925.9 1928.9 1928.7

アルミ製
容器 870.5 862.2 861.9 861.3 859.8

段ボール 4014.8 4022.6 4038.7 4054.8 4059.3

紙パック 172.9 173.2 173.7 173.9 174.2

平
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台風18号による湖岸漂着物について
 〈循環社会推進課〉

　平成25年９月に発生した台風18号の影響で、大
量の流木、ヨシ等の自然物や缶、ペットボトル等の
散在性ごみが琵琶湖岸に打ち上げられました。
　これら漂着物の発生の状況や原因等を把握するた
め、漂着物の実態把握調査を行います。
　また、漂着物の回収・処理については、琵琶湖岸
の管理者である県と一般廃棄物の処理責任者である
地元市が連携し、地元住民、ボランティア等と協力
しながら行っていますが、NPOやボランティア団
体等のみなさんが、さらに円滑に活動できるための
仕組みについて、研究会を設置し、研究します。

 散在性ごみ対策の推進
　散在性ごみとは、ポイ捨てなどにより散在している空
き缶、ペットボトル、たばこの吸い殻などのごみのこと
です。
　散在性ごみの多くが、道路上に散乱するだけでなく、
大小の河川を通じて琵琶湖に流れ込み、これらが湖辺の
ごみとなって美しい景観を損なうなど、琵琶湖にも少な
からず影響を及ぼしています。
　このため、平成４年（1992年）に「滋賀県ごみの散
乱防止に関する条例（クリーン条例）」を制定し、環境
美化監視員による監視・啓発などの活動に取り組んでい
ます。
　また、「環境美化の日」（５月30日、７月１日、12
月１日）を中心に、県内各地で県民総参加による環境美
化運動を展開しています。

環境美化の推進 <循環社会推進課>>

平成25年度　ごみ減量化と環境美化に関するポスター（最優秀賞）
小林　優希さん

（滋賀大学教育学部附属中学校２年）

 淡海エコフォスター制度
　道路や湖岸など公共的な場所の美化および保全のた
め、県民、事業者などが公共の場所の一定区間を愛情と
責任を持って継続的にボランティアで美化清掃し、ごみ
の散乱を防止することを目的とする制度で、平成12年
度から始まりました。
　平成26年（2014年）３月末現在、428団体が知事
との、13団体が市町長との合意に基づき環境美化活動
を行っています。なお、この名称は、エコ（環境）と
フォスター（育成する）を結びつけ、「淡海」を冠した
ものです。

平成25年に発生した台風18号の影響により
打ち上げられた漂着物の様子
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